
市・都民税の申告が必要な方の目安

●公的年金等に係る雑所得以外の所得
がある方

●「公的年金等の源泉徴収票」に記載の
ない次の控除の適用を受ける方

　医療費控除、生命保険料控除、寡婦
（寡夫）控除、障害者控除、年金天引き
以外の社会保険料控除等（納付書や口
座引き落としで支払いをした国民健康
保険、介護保険等）
　なお、医療費控除や生命保険料控除
等を申告すると所得税が還付になる場
合はこれまで同様に確定申告書の提出
ができます。
※公的年金等の収入金額が400万円以下
で、公的年金等に係る雑所得以外の所得
金額が20万円以下の方。

所得税は
どこで申告すれば
いいのかな？

まもなく市・都民税の申告と所得税の確定申告の受け付けが始まります。終了間際は
窓口が混み合いますので、お早めに申告をお願いします問課税課市民税係・内線1206

受付場所 受付日 受付時間

市役所（101会議室） 2月17日㈪～3月17日㈪
〔土曜・日曜日を除く〕

午前9時～11時30分
午後1時～ 4 時

こぶし会館 2月19日㈬

午前9時30分～11時30分
午後1時～3時

滝ノ上会館 2月21日㈮
子ども未来センター 2月23日㈰
若葉会館 2月25日㈫
西砂学習館 3月 2 日㈰

市・都民税　所得税

私は市・都民税を
申告する必要が
あるのかしら？

立川税務署が移転しま
した。

平成23年分以降、所得税の確
定申告が不要になった方※で
も、次に当てはまる方は市・都
民税の申告が必要です。

下のフローチャートを
ご参照ください。A

下表の窓口のほか、郵送
による提出（市役所課税
課）もできます。

A

A

2面をご覧ください。A

申告の必要はありません
が、源泉徴収票に記載さ
れていない控除を受ける
場合は申告が必要です

申告が必要です

申告が必要です

申告の必要はありません

申告の必要はありません
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上記以外の方（税務署で確定申告の
必要がないと言われた方を含む）

市内の親族に扶養されている方

そのほかの方（仕送り・蓄え等によ
り生活している方、市外の親族に扶
養されている方など）

公的年金収入のみの方

給与収入のみの方で勤務先から市
へ給与支払報告書が提出されてい
る方（勤務先に確認してください）

税務署で確定申告をする方
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市・都民税は
どこで申告すれば
いいのかな？
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申告はお早めに申告はお早めに
Q

Q
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年金をもらって
いるのだけれど、
市・都民税の

申告は必要かしら？

Q
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心のかよう緑豊かな健康都市立川
●今号の主な内容
2面………… 所得税　立川税務署が移転しました
3面………… 財政健全性に関する指標をお知らせ
4面………… 講座／第28回みんなの錦まつり…
5面………… 健康／市民伝言板
6面………… 催し／シニア
7面………… 募集／お知らせ／官公署・その他
8面………… うどが旬
特集……… 教育だより「たっち」

ホームページ●http://www.city.tachikawa.lg.jp/
携帯サイト●http://www.city.tachikawa.lg.jp/cms-sypher/cell/index.jsp
ツイッター（@tachikawa_tokyo）●http://twitter.com/tachikawa_tokyo
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